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視察・研修報告書 

会派参加者 ・会派公明党・・・・・神田良徳・井上正則・河村康之（３名参加） 

日 時 令和 6年 5月 21日 

場 所 大野城こころのふるさと館  

テーマ 「議員の資質の向上と議会力の向上」 

対応者 

(講師) 

自治体議会研究所 代表 高沖秀宣 

（元、三重県議会 議会事務局員）  

概 要  

【はじめに】 

研修の冒頭、高沖氏から「議会」と「首長」との距離感について本来あるべき姿は「自動車

の両輪」や「同じ船に乗っている」との考えではいけない。 

「議会」は議会としての自動車に乗り、「首長」は首長としての自動車にのり、双方「住民

福祉の向上」と言う同じ目標に進むものであり、「同乗」してはいけないとの主張であっ

た。同乗することは「議会」ではなく「首長議会」であり、自動車の「ハンドルもアクセ

ル」も、どちらかが握ってしまうことが考えられるとの意見であった。ある意味間違いでは

ないが正しいとも思えないと感じる、様々な認識や多方面からの見方と主張と学び、研修を

自身の実にしようと思いました。 

 

【議会の役割・機能】 

首長と議会の役割として「首長＝執行機関」・「議会＝議決（認定）機関」であり、これが本

来の双方の役目である。 

執行部は「予算」を議会に出し、議会は議決するが、執行部は予算を「案」として出しくる

が、そのまま通過させるのではなく出来るだけ「修正」は行うべきである。現在、多くの議

会では予算等に対し「問題提起しても議案を通している」傾向が強い。もっと「修正等」

を起こすべきである。執行部は様々な議案に対し「余裕を持ち」提案している（自身が元執

行機関職員だったので良くわかる。）議会はあまりにも「政策形成機能」を発揮されていな

い、また議会も「政策形成機能」に関心がないのが現状である。 

議会は「過半数」により、予算も議案も覆すことが出来るので「議会」としての力をもっと

つけるべきである。 

 

【二元代表制における議会の役割・議員力・議会力の強化】 

二元代表制である「議会（議員）」と「首長」は、お互いの立場や役割を理解し住民の期待

に応える事が最も重要なことであるため、「議会は首長の追認機関」になってはいけない。

このことを重視し、「議員活動」「議会運営」を行うべきである。そのため、議員・議会とし

て行うことは、一般質問で議員として良い提案を行っても「調査研究」との回答であれば前

進は遅い。そのため、「その調査はいつ行うのか」「いつ調査結果が出されるのか」等のその

後の進捗と質問の手を緩めてはいけない。基本、執行部は「都合の悪い情報は出さない・渡

さない」ものだ。このように議員 1人であれば専門的な知識に勝る執行部にかなわない。 

専門的な知識のある執行部に打ち勝つには「十分な調査と研究・体験」である、その調査の

ために議員個人の努力を行う、そのため有効に「政務活動費」を使うのだ、各自治体による
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政務活動費は異なるが、必要な時は調査費としてしっかり活用すべきである。 

議員個人では大きな力にはならないが、「議会」としての力をもっと活用すべきである。先

にも行ったが「議員の過半数」で全て覆すことが出来るのだ、「議会としての力がまとまる

事が」執行部として一番の恐怖である。 

 

【その他】 

●議員一般質問からの議会「政策提案」の実施 

・ひとりの議員からの一般質問要望等は通りにくいが、その質問内容を委員会で取り上げ、

視察や調査を行い、さらに肉付けし委員会から提案する。 

・議員の質問に対し「政策検討委員会」を設置し、議会として意見を集約し市に対して提案

する。過去に大野城市も 7～8年前？「自転車条例」に関する「政策検討委員会」を開催し

たことがあるが、それ以外行っていない。この政策検討委員会は市への政策要望なので、毎

年各常任委員会で出されている議会もあるので、大野城市も積極的に実施しては。 

 

●議会基本条例の見直し（一部改正） 

・本市はすでに「議会基本条例」を作っているが、定期的な「見直し（改正）」を行っても

よいとのこと。特に災害の発生や、感染症の蔓延など、何が起こるかわからず、議場への参

集が困難な、やむを得ない状況になったときのことを想定し、毎年でも見直しを行うことも

必要。その時ではなく、平時の時こそ「見直し」を実施すべきである。 

 

●定例議会ではなく「通例議会の開催」を 

年 4回の議会だけでなく、通年議会にしておけば「いつでも」議会の開催が出来る、そうな

れば 1月から 12月まで、常に議会が開催している事になる。 

通年議会のメリットは・・・ 

・いつでも議会が開催されるので、より慎重な議案審議や専門的な調査も行える。 

・委員会を必要に応じ開催出来るので、議員間の討議が活発化に期待できる。 

・市政に対しての監視機能や政策立案の機能が強化できる。 

・市長や議員が必要に応じて議案を出すことが出来る。 

・市長が提出する議案など年間通じ審議できるので、市長の専決処分が必要最小限に抑制す

ることが出来る。 

現在多くの「通常議会」が行われ、議員同士の議論を重視し議員力のアップにつながる。 

 

●ポストコロナ時代の議会運営 

・オンラインによる「委員会の開催」や 

「一般質問」も総務省の見解では「可能」 

であり、今後、感染症の感染や育児等で議会に 

出席出来ないときは、会議規則の改定等で 

行える様になった。また、本会議については 

地方自治法では「本会議の開催は過半数の出席」 

となっているので今後活用を柔軟化する必要がある。 

画像（略） 
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所 感  

・今回の研修は様々な角度から行ってくれた。「議員」と「首長」は対等であるが、仲良く

過ぎるのは住民のためにならない、「首長」提案は「住民のため」なのか？ 

常に考え、問題等があれば遠慮なく意見する「議案にも反対・修正」をいえる関係でなけ

ればならないと、改めて思わされた。 

・また、「議員個人」での力は弱いかもしれないが「議会」として「議員の集合体」が出来

れば何でも出来る。そのためにも議員間の討議等を活発にし、協力出来るところは協力すべ

きである。行政にとって「議会の団結が一番の恐怖」である。 

・議員間の討議を活発にするには、紹介された「政策検討委員会」の設置は有効だと思っ

た、各常任委員会なら、何かしらの問題等はあるので年間一件程度は出来ると思う、しか

し、本市議員間では「提案」する熱量が乏しいように感じる。「自分が率先して提案」とい

う行動がなかなか出てこないように思う。 

そのため、まずはしっかり「議員間の討議」や「議員同士の話す場」をさらに設け行うべ

きと思う。 

・講師が話された「通年議会」については良いと思う。太宰府市が通年議会で、毎月日程を

定め「議員全員が招集」しており、何かあれば常任委員会や広報委員会等の協議も行える

し、追加議案（予算等）が出たときも「臨時議会」ではなく「通常議会」として実施でき、

首長の専決を行うこともなく、しっかり議員間で協議出来る。個人の意見として出来れば次

期改選後からは「通年議会」になればと思う。 

・オンライン議会については、実質開催は 

可能の様であるが、「総務省見解としては△」 

なので、本市の議場等の通信システムを考え 

ると現実難しい、過去に議員が本会議を欠席し 

たが電話にて「意思の確認」を行ったこともある。 

（約 10年前）様々な形で出来ることはあるので、 

現状出来ることから進めていければと思う。 

今後も議会改革に向けて取り組んでいきたい。 

 

・・・会派公明党 河村康之・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


